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農業で人口減少問題を解消する 

～富士見町の新たな農業振興方針～ 

 

【お問合せ先】産業課 営農推進係 

【電話番号】62-9328 

 富士見町の農業は、2010年から農業の成長産業化を目標に、新規就農者の確保育成や農

業法人の誘致などの「企業的経営体の確保育成」と、基盤整備済の水田を畑として利用で

きるように石を取り除いたり、区画を大きくするなどの再基盤整備を推進して「農地の高

収益化」を図ってきました。 

 その結果、９年間で町内の農業生産額は約 54億円、農業雇用は約 300人、農業税収は

約 1.7倍まで増加して、富士見町に公益を創出する産業に成長しています。 

 

新規就農者支援 

2010 年から「新規就農者支援」に取り組んだ結果、多くの若者が町内で就農し、農業に活

気が戻っています 

 

農業法人誘致 

2011 年から「農業法人誘致」を始め、9 社誘致した結果、農業生産額は増加し、新たに多

くの雇用が創出されました 

 

再基盤整備 

大平地区の水田地帯は「再基盤整備」により、通年トマトが栽培され、多くの観光客が来

場する農地になりました 

 

景観保全 

地域による中山間直接支払事業等を活用した「農地保全」 



の取り組みにより、美しい農村景観が維持されています 

 

富士見町の農業は次の段階へ！ 

 農業の成長産業化に取り組んだことで大きな効果が創出され、富士見町の農業に明るい

兆しが見え始めています。 

 今後は、農業の成長産業化に加えて、新たに住民の健康向上につながる「地産地消」、

野菜の出張販売などの「高齢者支援」、農業法人が障がい者を雇用する「農福連携」に取

り組み、農業で住環境を向上させて、住みやすい町づくりを進めていきます。 

 公益を創出する「農業の成長産業化」の取り組み、そして住環境を向上させる「住みや

すい町づくり」の取り組み、この２つの取り組みを併せて行い、農業振興を通じて地域に

活気を取り戻していきます。 

 富士見町は「農業で人口減少問題を解消する」ことを新たな農業振興の方針としまし

た。 

 

富士見町は農業で人口減少問題を解消していきます 

町の目標は、2045 年時点で 1 万人を維持する水準で人口減少を抑制することで

す 

 

地産地消・高齢者支援 

ゆめひろばで開催している富士見マルシェは、町内の安心安全な農産物を地域住民に直売

する「地産地消」の取り組みです 

 

農福連携 

町の特産品を目指して栽培しているカシスは、試験的に「農福連携」で収穫しています 

 

 

マイナンバーカードを利用する場面が増えていきます 

【お問合せ先】総務課 企画統計係 

【電話番号】62-9332 

国では、マイナンバーカードを活用したポイント「マイナポイント」を付与する事業を、

来年度から実施予定です。この事業は、消費の活性化、マイナンバーカードの普及促進、

官民一体のキャッシュレス決済の構築を目的としています。 

 



マイナポイントの取得・利用までの流れ 

国では、マイナンバーカードを活用したポイント「マイナポイント」を付与する事業を、

来年度から実施予定です。この事業は、消費の活性化、マイナンバーカードの普及促進、

官民一体のキャッシュレス決済の構築を目的としています。 

 

マイナポイントとは 

マイナンバーカードを活用した全国共通のポイントです。キャッシュレス決済サー 

ビスのポイントとして、店舗やオンラインショップでの買い物に利用できます。 

 

詳しくは総務省ホームページ 

https://mynumbercard.point.soumu.go.jp/ 

 

※ポイント利用時期が近づくと、マイナンバーカードの交付申請が増え、通常より交

付までの時間がかかることが予想されます。マイナンバーカードの申請はお早めに！ 

 

マイキーIDの設定方法 

スマホで簡単 3つの手順 

※公的個人認証サービス対応のスマートフォン 

※カードリーダーがあればパソコンでも設定できます 

 

手順 1 

マイナポイントアプリをダウンロード 

※Android端末は「JPKI利用者ソフト」もダウンロードが必要（今後、マイナポイントア

プリと一体化予定） 

手順 2 

アプリの指示に従ってマイナンバーカードを読み取り 

手順 3 

マイナンバーカード申請時 or取得時に設定した 4桁の暗証番号を入力 

 

これでマイキーID設定完了 

APP storeもしくは Google Playで「マイナポイント」を検索 

 

【各お問合せ先】 

マイナンバー総合フリーダイヤル 

【電話番号】0120-95-0178（音声ガイダンスに従って操作してください） 

https://mynumbercard.point.soumu.go.jp/


【受付時間】平日：午前 9時 30分～午後 8時 土日祝日：午前 9時 30分～午後 5時 30分 

マイナポイント制度について 総務課 企画統計係 

【電話番号】62-9332 

マイナンバーカード・マイキーID設定について 住民福祉課 住民係 

【電話番号】62-9112 

 

 

健康ふじみ通信 

～心も体もいきいきと楽しく暮らせる高原の富士見町～ 

【お問合せ先】住民福祉課 保健予防係（保健センター内） 

【電話番号】62-9134 

支え合おう 心といのち 

３月は自殺対策強化月間です 

 自殺を防ぐために私たちにできることは、「気になる様子に気づいたら声をかける」

「本人の話を否定せずに聴く」「悩みの解決に向け相談窓口などにつなげる」「心身の回

復を見守る」などです。 

 あなたの身近に、悩みや問題を抱えてつらい思いをしている方はいませんか？ 自分自

身はもちろんのこと、家族や身近な方の様子にも目を向け、変だなと感じたときには声を

かけ合いましょう。 

 困った時は、以下にご相談ください。 

 

こころの健康相談窓口 

富士見町住民福祉課保健予防係（保健センター） 

月曜日～金曜日（祝日を除く） 午前８時 30分～午後５時 15分 

【電話番号】62-9134 

 

諏訪保健福祉事務所 

月曜日～金曜日（祝日を除く） 午前８時 30分～午後５時 15分 

【電話番号】57-2927 

 

 ※精神科医師や弁護士による予約制の相談も行っています。詳しくはお問い合わせくだ

さい。 

長野県精神保健福祉センター 



 月曜日～金曜日（祝日を除く） 午前８時 30分～午後５時 15分 

【電話番号】026-227-1810 

 

自殺予防のための相談 

 「消えてしまいたい」「家族や知人に死にたいと訴える人がいる」「身内が自死してつ

らい」 などの自殺に関する相談をお受けします。 

【お問合せ先】こころの健康相談統一ダイヤル（長野県精神保健福祉センター内） 

 月曜日～金曜日（祝日を除く） 午前９時 30 分～午後４時 

【電話番号】0570-064-556 

 

 

町営住宅入居者募集 

【お問合せ先】総務課 管財係 

【電話番号】62-9325 

住宅の概要（募集戸数：4戸） 

立沢公営住宅 1号・3 号 

簡易平屋建 3DKY 

昭和 54年度建築 

富士見町立沢 5411-1 

11,500円～22,700円 

本郷小学校より北へ約 1.0㎞ 

 

一ツ藪町営住宅 5号・8号 木造平屋建 3DKY 

昭和 60年度建築 

富士見町富士見 3237-4 

30,000円（一律） 

富士見高校より北西へ約 200ｍ 

 

D…ダイニング K…台所 Y…浴室（浴室給湯・浴槽付） 

 

【募集期間】３月２日（月）～３月 13日（金） 

【申込方法】総務課 管財係に備え付けまたは町ホームページ

（https://www.town.fujimi.lg.jp/）内の申込用紙に記入し、必要書類を添えて提出して

ください。 

【抽選日時】３月 16日（月）午前 10時～ 



【会  場】 役場３階 図書室 

【選考方法】 公開抽選 【入居日】 原則として入居決定後 10日以内 

【入居資格】 次の①～⑥の資格を全て満たす方 

① 地方税を滞納していない方 

② 現に同居し、または同居しようとする親族があること 

③ 公営住宅法による月収が規定の額以下の方 

  ・一般世帯 － 158,000 円以下  ・高齢者身体障害者世帯等 － 214,000 円以下 

④ 現に住宅に困窮していることが明らかな方（他の公営住宅入居者や持ち家がある方は

不可） 

⑤ 町内に住所または勤務先を有する方 

⑥ 入居者および同居者が暴力団員ではないこと 

 

国保だより 

高額療養費の制度をご存知ですか 

【お問合せ先】住民福祉課 国保年金係 

【電話番号】62-9111 

 同じ月内に病院等の窓口で支払った医療費の自己負担額が、一定の額（自己負担限度

額）を超えた場合、限度額を超えた分が、申請により高額療養費として支給されます。 

 なお、自己負担限度額に含まれるのは、保険診療に係る医療費のみとなりますので、食

事療養費およびベッドの差額代、保険対象外診療は実費負担となります。 

【申請方法】 

  高額療養費の対象となった場合は、診療月の２か月後以降に役場から通知と申請書を

お送りしますので、次の持ち物を持参して申請してください。なお、国民健康保険料に未

納がある場合は、申請手続き時に納付相談をさせていただく場合があります。 

  原則として、高額療養費の申請の時効は、療養を受けた翌月の初日から２年です。 

【持ち物】 

 ・申請書 ‥‥ 事前に記入していただいても構いません。 

 ・世帯主の印鑑・通帳（または振込先のわかるもの） 

 ・領収書（原本） ‥‥ こちらでコピーをとり、原本はお返しいたします。 

 ・届出（申請）者、手続き対象者全員分の個人番号カードまたは通知カード 

  ※通知カードの場合は、届出（申請）者の本人確認書類（運転免許証等）が必要で

す。 

 



「限度額適用認定証」を提示すれば、窓口における支払いが自己負担限度額ま

でとなります 

 高額な診療（入院・外来）を受ける場合、「国民健康保険限度額適用認定証」を医療機

関の窓口に提示すると、同一の医療機関等における１か月の支払いは、自己負担限度額に

なります（医科・歯科・および入院・外来別に支払うこととなります）。 

【持ち物】 

 国民健康保険証 

 世帯主の印鑑 

 届出（申請）者、手続き対象者全員分の個人番号カードまたは通知カード 

※通知カードの場合は、届出（申請）者の本人確認書類（運転免許証等）が必要です。 

【注意点】 

 認定証は、申請した月の初日から有効となります。 

 国民健康保険料に滞納があると、原則として限度額適用認定証を交付できません。 

 世帯に所得の申告をしていない方がいると、もっとも高い自己負担限度額の区分で判

定される場合があります。 

 世帯員の異動や所得に変更があった場合は、認定証の適用区分が変更になる場合があ

ります。 

 非課税世帯の方は医療費の限度額適用に加え、入院時の食事代が減額となる「限度額

適用・標準負担額減額認定証」の交付が受けられます。 

 

 

年金だより 

令和 2年度の学生納付特例申請書が送られます 

【各お問合せ先】 

住民福祉課 国保年金係 

【電話番号】62-9111 

岡谷年金事務所 

【電話番号】23-3661 

 

 令和元年度に、学生納付特例制度により保険料納付を猶予されている方で、令和２年度

も引き続き在学予定の方に、国民年金保険料学生納付特例申請書が日本年金機構から３月

末頃に送付されます。 

 

必要事項を記入し、ポストへ投函ください  



 申請書はハガキ形式になっています。必要事項を記入してポストに投函すると、令和２

年度の学生納付特例を申請することができます。 

 在学証明書または学生証の写しを添付する必要はありません。 

 在学している学校等に変更がある方はこのハガキで申請することはできません。通常

の申請書に在学証明書等を添付して岡谷年金事務所または住民福祉課 国保年金係

（役場１階②番窓口）まで申請してください。 

 

 

出張年金相談会のお知らせ 

【各お問合せ先】 

住民福祉課 国保年金係 

【電話番号】62-9111 

岡谷年金事務所 

【電話番号】23-3661 

 

【相談日】 毎月第一水曜日です。ただし５月は第二水曜日です。 

4 月 1日（水）  5月 13日（水） 

6 月 3日（水）  7月 1日（水） 

8 月 5日（水）  9月 2日（水） 

10 月 7 日（水） 11月 4日（水） 

12 月 2 日（水） 1月 6日（水） 

2 月 3日（水）  3月 3日（水） 

 

【時  間】 午前 10 時～午後３時 

【会  場】 役場３階 301～303会議室 

【相談担当】 岡谷年金事務所担当者 

 

出張年金相談会は予約制です 

 予約なしでも相談はできますが、ご予約のお客様が優先となりますのでお待ちいただく

ことになります。なるべく予約をしてからお越しください。 

【予約電話番号】 

岡谷年金事務所 

【電話番号】２３-３６６１（自動音声案内で１番 →２番を選択し、年金相談会の予約とお

申し出ください） 

 



障害年金を受給されている方へ ～福祉制度のご案内～ 

【お問合せ先】住民福祉課 社会福祉係 

【電話番号】62-9144 

 

 障害年金を受給されている方（※）は、障害者手帳を持っていなくても、福祉制度を利

用できる場合があります。お手元の年金証書等をご確認いただき、該当する方は窓口で申

請してください。 

 ※現在老齢年金等を受給されていて、障害年金を受給されていない方も、以前に障害年

金の認定を受け受給していたことがある方は該当になる場合があります。 

 

 

ご利用いただける障害福祉制度 

 

福祉医療費給付金 

医療機関等に受診し、窓口でお支払いする自己負担分の一部を、町が助成します。 

 障害年金 1級 9、10、11号の方 

 障害年金 1、2級の方（65歳以上） 

【その他の資格】 

 身体障害者手帳 1～3級 ・療育手帳 A1～B1 

 精神障害者保健福祉手帳 1、2級（通院のみ） 

※ 65歳以上の方は申請により入院分も対象になります。 

 特別児童扶養手当 1級 

 

障がい者の福祉制度について詳しく知りたい方はお問い合わせいただくか、「障がい者福

祉ガイドブック《障害者福祉制度のご案内》」をご覧ください。ガイドブックは町ホーム

ページ（https://www.town.fujimi.lg.jp/）または、住民福祉課 社会福祉係（役場１階

③番窓口）で確認できます 

 

富士見町民憲章 

 わたくしたちは、秀麗富士を望み、雄大な八ヶ岳と眺望豊かな入笠山にいだかれた高原

の町、富士見町民です。この限りなく美しく、厳しい自然の中に住むわたくしたちは、先

人の心を受けつぎ、自然を愛し、豊かな調和のとれた田園の町の発展をめざして、この町

民憲章をかかげます。 

一 かけがえのない自然を守り、育てていく町民となろう。 



一 心身を鍛え、明るく健康な町民となろう。 

一 教養を高め、香り高い文化を創造する町民となろう。 

一 仕事に誇りを持ち、産業の発展につくす町民となろう。 

一 思いやりの輪をひろげ、住みよい郷土をつくる町民となろう。 

 

 

富士見町教育委員会だより第 171号 

教育のまち、子育てのまち、学び続けるまち富士見を目指して 

令和 2年 3月 1日発行 

 

富士見町スポーツ少年団員募集 

 町スポーツ少年団では、令和２年度新規団員を募集しています。対象は小学１年生以上

の男女です。 

 入団を考えている方、興味のある方はお気軽にスポーツ少年団事務局へお問い合わせく

ださい。 

 みんなで一緒にスポーツを楽しみましょう！ 

【種 目】 剣道・野球（３団あり）・バレーボール・サッカー 

      空手・スキー・バドミントン 

【結団式】 4月 18日（土） 午前予定  会場：町民センター 

 

【お問合せ先】スポーツ少年団事務局（町民センター） 

【電話番号】６２-２４００ 

 

 

富士見小１年生 保育園交流 

 １月 27日に富士見小学校１年１組の児童と、西山保育園の青組園児（年長児）との交

流会を行いました。 

 始めに１年生が「パプリカ」の歌とダンスの発表と、けん盤ハーモニカで「かっこう」

の演奏をしました。そのあと、自分たちで考えた富士見小学校についての三択クイズをし

たり、１年生と青組さんがペアを組んで折り紙をしたりして楽 

しみました。１年生は青組さんに作り方を優しく教えながら、仲良く製作をしました。 



 最後に「皆さんが入学してくるのを楽しみにしています」と伝え、ペアの子に一人ひと

り手作りしたしおりをプレゼントしました。 

 富士見小１年生の他のクラスは、富士見保育園と落合保育園でもそれぞれ、青組さんと

の交流を行いました。 

 

 

姉妹町スキー交流 

 富士見小学校の５年生と西伊豆町３校の小学校５年生合わせて 121名が、１月 31日に

富士見高原スキー場でスキー交流をしました。 

 夏の海水浴交流から半年ぶりに再会し、その時と同じ班ごとに一緒にスキーを楽しみま

した。転んだ友達を助けてあげたり、声をかけたりする微笑ましい姿もあり 

ました。 

 スキーの後の昼食会は、大人数でとても賑やかでした。カレーのおかわりもたくさんし

ました。 

 

 

児童扶養手当について 

 父または母と生計を共にしていない、または、父か母に重い障がいがある家庭におい

て、児童を監護・養育している方に対して、児童のすこやかな成長を願い、生活の安定と

自立の促進を支援するために支給される手当です。児童扶養手当を受けられる方の要件や

所得制限等については以下へお問い合わせください。 

 手当は、認定されると申請のあった翌月分からが支給対象となり、奇数月に支給となり

ます。 

 

令和 2年度 手当額（月額）全部支給の場合 

第 1子    43,160 円 

第 2子    10,190 円 

第 3子以降  6,110 円 

 

 

教育委員会だより 

はじめの一歩 Part10 子育て散歩 ＜跡見よ 蘇婆訶＞ 

 先日、清掃の時間に中学校を訪問する機会がありました。 



 世界では、児童・生徒が自分の使った教室を掃除するのは珍しいと思う国々もあるよう

ですが、富士見中学校では、ただ掃除をするだけでなく、心を落ち着かせて取り組み、

隅々まできれいにしていました。さすがと思っていたら、それ以上の姿を見てうれしくな

りました。 

 それは、昇降口の清掃でした。ほぼ掃除をし終わって、片付けに入るかと思って見てい

ると、ドアの下のさんにたくさん砂がたまっているのを見つけたようです。さんが深くて

取りにくそうでしたが、箒と塵取りを使って根気良く取っていました。 

 その姿を見て、明治の文豪“幸田露伴”が娘の文（あや）に掃除のやり方を教えている

時に出た『あとみよそわか』という言葉を思い出しました。それは、「もういいと思って

から、もう一度よく『あとみよそわか』と呪文を唱えてみるんだ」と言うものです。文

（あや）が、拭き掃除を終えてバケツの水を片付けようとした時、父がこの言葉を教え、

文（あや）が振り返って見ると、バケツの周りに細かな水が飛び散っているのに気が付い

たということです。まさにその“幸田露伴”の言葉を、この中学生は実践しているように

見えました。 

 この『あとみよそわか』と言う言葉は、いろいろな場面で役立つように思います。たと

えば、テストをやり終えた時「終わった」と思ってほっとしがちですが、『あとみよそわ

か』「これでいいかな？」と振り返ってみると、完璧であったはずなのに、ちょっとした

間違いを見つけることがあります。特に受験の時などには儲けたと思いますよね。また、

任されたお手伝いをさっさと片付けようと思ってやり終わった時、でも「これでいいか

な」と振り返ると、肝心なことができていないのに気づき、失敗しなくてよかったと思う

こともあります。 

 こんな振り返る姿勢を子ども達に身に着けさせてあげられれば、生活の中でとても役立

つと思うのですが、なかなか難しいことではありますよね。 

 では、どうしたらよいでしょうか？ 

 やはりそれには、大人がお手本を見せることが一番だと思います。事の終わりに、「こ

れでいいかな？」と声に出して振り返ってみせたらどうでしょう。また、『あとみよそわ

か』と呪文を唱えるように振り返って見せると、子どもは、面白がるかもしれませんね。

あせらず、根気よく振り返る姿を見せると、子どもに自然と移っていくと思います。               

（家庭・教育相談員 北原八重子） 

 

 

1月定例教育委員会報告 

 1月 8日に開催された 1月定例教育委員会で協議した主な内容を

お知らせします。 



議決事項 

1. 区域外就学について（非公開） 

2. 第 2期子ども・子育て支援事業計画（令和 2年度〜令和 6年度）について 

3. 富士見町共同学校事務室設置要綱の制定について 

4. 富士見町立小・中学校管理規則の一部を改正する規則について 

5. 富士見町立小・中学校における副学籍による交流及び共同学習実施要綱の一部を改正

する要綱について 

6. 富士見町立小・中学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の委嘱等に関する規則の

制定について 

7. 富士見町保育料徴収に関する規則の一部改正 について 

8. 富士見町病児・病後児保育事業実施要綱の一部改正について 

9. 富士見町信州型自然保育（信州やまほいく）保育料軽減事業補助金交付要綱の制定に

ついて 

 

報告事項 

〈教育長より〉 

・ 教職員人事について 

〈子ども課より〉 

・ 小中学校インフルエンザ流行状況 

〈生涯学習課より〉 

・ 諸事業について（イルミネーション点灯式、南諏親善スケート大会、成人式、井戸尻

考古館等） 

 

検討事項 

・ 小学校プログラミング教育導入に向けての取り組み 

＊詳しくは町ホームページをご覧ください。 

 

 

くらしの情報 

お知らせ 

シティプロモーション研究会の経過報告会を開催します 

【お問合せ先】総務課 企画統計係 

【電話番号】６２‐９３３２ 

 



 町では、シティプロモーション事業の一環として、地域の魅力や町内活動を共有し、主

体的な取り組みを考える場として、昨年８月より研究会を実施してきました。 

 今年度のまとめとして、経過の報告とともに、研究会でうまれた町民主体の取り組みに

ついて個人・グループから発表します。 

・ 日 時 ３月 20日（金・祝）  午後２時〜４時 30分 

・ 会 場 コミュニティプラザ  ２階 大会議室 

・ 申し込み不要、出入り自由です。多数のテーマについて発表し、今後活動していく仲

間を募る場でもあります。 

 町を盛り上げていきたい方、また来年度の研究会で新しいテーマを立ち上げたい方は、

ぜひご参加ください。 

※シティプロモーションの詳しい内容は、広報ふじみ２月号をご覧ください。 

 

 

税務署からのお知らせ 

【お問合せ先】諏訪税務署 

【電話番号】５２‐１３９０ 

 

 令和元年分の所得税および復興特別所得税、消費税および地方消費税の確定申告書を申

告期限内に提出し、振替納税を利用されている方の振替日は次のとおりです。事前に預貯

金口座の残高の確認をお願いします。 

 

・所得税および復興特別所得税 ４月 21日（火） 

 

・消費税および地方消費税 ４月 23日（木） 

 

 なお、預貯金口座の残高不足等により引き落としができない場合、 

納期限（所得税および復興特別所得税は３月 16日（月）、消費税および地方消費税は３ 

月 31日（火））の翌日から納付日まで延滞税がかかります。 

 

 

国家公務員 募集 

【お問合せ先】人事院関東事務局 

【電話番号】０４８‐７４０‐２００６ 

 

 人事院は２０２０年度に次の国家公務員採用試験を行います。 

●総合職試験（院卒者、大卒程度） 



〈受付期間〉 ３月 27日（金）〜４月６日（月） 

〈第１次試験日〉 ４月 26日（日） 

●一般職試験（大卒程度） 

〈受付期間〉 ４月３日（金）〜４月 15日（水） 

〈第１次試験日〉 ６月 14日（日） 

●一般職試験（高卒者、社会人（係員級）） 

 〈受付期間〉 ６月 22日（月）〜７月１日（水） 

〈第１次試験日〉 ９月６日（日） 

●申込方法 

 インターネット申込 

 https://www.jinji.go.jp/saiyo/saiyo.html 

 

 

狂犬病予防注射料金が変わります 

【お問合せ先】長野県獣医師会 

【電話番号】026-226-7749 

 

 県内全域で狂犬病予防注射の料金が変わります。４月以降に注射を受ける場合はご注意

ください。 

狂犬病予防注射料金 

3 月 31日まで 2,950円 

4 月 1日から 3,050円 

※富士見町の注射済票の発行手数料（550円）は変更ありません 

 

 

手話奉仕員養成講座 受講生を募集します 

【お問合せ先】岡谷市社会福祉協議会 

【電話番号】24-2121 

【FAX】24-3555 

 

 手話で伝えあう楽しさを知り、地域のろう者と手話で日常会話ができるようになること

を目標とする、諏訪６市町村合同の講座です。 

 

【定   員】 20名（応募者多数の場合は選考となります） 

https://www.jinji.go.jp/saiyo/saiyo.html


【日   程】 ４月 13日から令和３年３月 15日まで（祝日を除く毎週月曜日） 全 41

回 

【時   間】 午前 10時から正午 

【会   場】 おかや総合福祉センター（諏訪湖ハイツ）202研修室 

【受講対象者】 原則、次の３つの要件を満たす方 

         ①諏訪地域６市町村に在住・在勤・在学の方 

         ②手話の学習経験のない方 

         ③全日程（41回）出席できる見込みの方 

【受 講 料】 3,300円（テキスト代・ＤＶＤ付き） 

【そ の 他】 出席率 80％以上の方に修了証書を授与します 

【申込受付】 ３月９日（月）～３月 27日（金） 

【申 込 先】 岡谷市社会福祉協議会ホームページ（http://www.okaya-

shakyo.or.jp/）または岡谷市社会福祉協議会までご連絡ください 

 

 

富士見町無料職業紹介所だより 

【お問合せ先】産業課 商工観光係 

【電話番号】62-9342 

 

新規募集企業一覧（1月 1日～1月 31日受付分） 

登録 No. 44 

 

業務の内容 

・ 給食調理業務 

賃金 

① 日給 6,868 円 

② 時給 960 円 

時間 

① 午前 8時～午後 4時 45分または午前 7時 45分～午後 4時 30分 

② 午前 8時～正午または午前 7時 45分～午後 1時 30分 

事業所名 

・ 茅野市総合サービス㈱（就業場所：富士見町内の保育園、小・中学校いずれか） 

※「紹介状」を発行しますので、まずは紹介所へご連絡ください。 

 富士見町では、事業所から求人情報の受付を行い、順次、職業紹介所で紹介していま

す。 



時間に余裕がある方、新たに仕事を探している方はご連絡ください。 

 詳細等は、特設ホームページ

（https://www.town.fujimi.lg.jp/site/jobinformation/?=qr）または産業課 商工観光

係（役場２階⑫番窓口）でご確認ください。 

 

 

水陸両用バスで諏訪湖周を巡る「諏訪湖探検ダックツアー」～富士

見町民デー～ 

【各お問合せ先】富士見町観光協会 

【電話番号】62-5757 

 

産業課 商工観光係 

【電話番号】62-9342 

 

 陸上で諏訪の街並みを見物した後、そのまま諏訪湖へダイブして湖上を遊覧できる水陸

両用バスツアー「諏訪湖探検ダックツアー」の“富士見町民デー”を開催します。お子様

の春休みの時期に合わせて設定されており、町民の方は特別料金で乗車できる機会ですの

で、ぜひご利用ください。 

【運行日】 3月 26日（木） 

【出発時間】 ①午前 10時 10分  ②午前 11時 20分  ③午後 0時 40分 

【発着場所】 SUWA ガラスの里（出発時間の 15分前までにお集まりください） 

【料  金】 大 人（中学生以上） 1,000円 

       子ども（小学生以下）  500円 

       幼 児（２歳以下）   300円（保護者の膝の上になります） 

【定  員】 40名（要予約、先着順です） 

【申込締切】 3月 21日（土） 

【申込先】 富士見町観光協会 【電話番号】62-5757 

 ※バスには窓がありません。とても寒いので暖かい服装でお越しください。 

 ※参加数が 10人未満の場合は催行中止となります。その際は事前に連絡をします。 

 

消費者見守り情報 No.107 

～通信販売で買ったものはクーリング・オフできないの？～ 

【各お問合せ先】茅野市消費生活センター 



【電話番号】75-8188 

 

長野県中信消費生活センター 

【電話番号】0263-40-3660 

 

住民福祉課 住民係 

【電話番号】62-9112 

 

こんな相談 

 ネット通販で靴を購入した。サイズが合わなかったので交換を希望したが、「返品はで

きない」と言われた。注文前のホームページでは「返品できない」との表示は目に入らな

かったが、ク－リング・オフできないのか。 

 

消費者へのアドバイス 

 通信販売には、クーリング・オフ制度はありません。返品については事業者が決めた特

約（返品特約）に従うことになります。「返品特約」が定められていない場合は、商品を

受け取った日を含めて８日以内であれば、消費者が送料を負担し返品できます。 

 通信販売で商品等を購入する際は、事前に返品の可否や返品・交換が可能な場合の条件

などをよく確認しましょう。よく分からない場合は、早めに消費生活センター等にご相談

ください。（消費者ホットライン ☎１８８） 

 

 

住民だより 2月 

詳細は、富士見町ホームページをご覧ください。 

https://www.town.fujimi.lg.jp/ 

 

 

くらしのガイド 3月（3月 1日～4月 10日） 

※4 月の内容は次号と重複する場合があります 

詳細は、富士見町ホームページをご覧ください。 

https://www.town.fujimi.lg.jp/ 

 

 

https://www.town.fujimi.lg.jp/
https://www.town.fujimi.lg.jp/


ふじみまち通信 

町内の活動や情報、イベントなどをご紹介します。 

ようこそ おたっしゃ広場へ 

【お問合せ先】おたっしゃ広場 

【電話番号】55-6955 

 

“人生 100年時代” 

 おたっしゃ広場の掲載も今月で終わりになります。１年をかけて広場の紹介をさせてい

ただきました。全ては伝えきれていませんが、少しは『面白そうだ、行ってみよう』と思

っていただけたでしょうか。 

 広場に来たことで久しぶりに会う友人がいたり、新しい仲間ができたりと交流の輪が広

がっていくのは、とても素晴らしいことです。体の面でも体操を継続して行うことで良い

変化を実感している方も大勢います。 

 初めて来る方は緊張すると思いますが、一度来てみると最初の緊張は何だったのかと、

きっと感じていただけると思います。 

 みんなで楽しみながら介護予防に取り組みましょう。大勢の方の利用をお待ちしていま

す。 

（地域おこし協力隊おたっしゃ広場 吉次） 

 

 

おいでよ!ゆめひろば富士見 

【お問合せ先】生涯学習課 生涯学習係 

【電話番号】62-7900 

 

“おいでよ！ゆめひろば” 

地域おこし協力隊の「てっちゃん」です。今月でこのページも終わりとなりますので、改

めてお礼を申し上げます。ありがとうございました。私の“赤い”ユニフォーム姿もだい

ぶ皆様に浸透してきて、子ども達からも“ゆめひろばの赤い人”と呼ばれているみたいで

す。 

 ゆめひろばも子ども達がたくさん来てくれるようになりました。交流棟で宿題をしてか

ら広場で遊ぶ子やゲームをする子、ゆめひろばと図書館を何度も往復する子。みんなが思

い思いにゆめひろばを活用しています。 



 来年度からは大人の利用を増やしていきたいと考えています。夕方から夜にかけての大

人向けのイベントや、小商いのイベント、お年寄りと子ども達をつなげる行事など、アイ

ディアは尽きません。皆様もご意見、ご要望等がございましたらお声かけ下さい。地域お

こし協力隊としては、私の活動期間も残り１年と数か月になりましたが、今後ともどうぞ

よろしくお願いいたします。 

 

 

「食育推進チーム」だより“一緒に食べよう!主食・主菜・副菜の

そろった食事” 

【お問合せ先】住民福祉課 保健予防係 

【電話番号】62-9134 

 

 私たち食生活改善推進協議会は「私たちの健康は私たちの手で」をスローガンに活動し

ています。 

 主な活動のひとつは野菜摂取の啓発です。野菜は１日 350gを目安に摂りましょう。茹

でるとかさが減り食べやすくなります。また、野菜スープは茹でた際に溶けた栄養素も摂

取できるので、オススメです。また、地元食材の普及活動もしています。諏訪地域の寒さ

と乾燥した気候を活かして作られる「凍り豆腐」は、定番の含め煮だけでなく、細かく刻

んでカレー粉で炒めてもおいしいので、ぜひ、お試しください。 

 私たちは一緒に活動してくれる仲間を募集しています。興味のある方は、事務局（保健

予防係）へご連絡ください。 

（富士見町食生活改善推進協議会） 

 

 

心のいろはどんないろ? 

【お問合せ先】子ども課 総務学校教育係 

【電話番号】62-9235 

 

“ふれあい隊とのお正月遊び（境保育園）” 

 ふれあい応援隊との「お正月遊び」の後、年長さんに今日の交流で楽しかったことを聞

きました。 

・ （すごろく遊びの）さいころが楽しかった。かるたもばばぬきもしたし、いっぱい遊

んだ。 



・ たくさんの人が来てくれると思うとちょっとはずかしい。でも、楽しい。 

・ （ふれあい応援隊の人が）来てくれるといつもより、１００倍楽しい。 

・ 「はないちもんめ」も楽しかった。 

・ 来てくれる人の名前も顔も覚えたよ。 

・ 散歩に行く途中に○○さんの家があるから、こんにちはって言ったよ。ねこちゃんも

かっているんだよ。 

 

 

―東都の地より富士見町を応援しています― 

東都高原富士見会だより 

時代の流れ 

時代は、「昭和」から「平成」、そして「令和」へと変わりました。 

 「平成」のスタートは１９８９年１月８日（日）。前日に昭和天皇が崩御され、元号選

定の手続きがとられました。前年から昭和天皇のご体調が悪化していたことで、自粛ムー

ドに包まれていましたが、テレビで故・小渕恵三官房長官が「平成」の元号を発表した際

の平均視聴率は、50％を超えたといわれています。 

 平成元年はバブル景気の絶頂期。東都高原富士見会のメンバーの多くは会社の中心的存

在として働き、日本の経済を動かした時代です。当時の会員数は約３００人を超えてお

り、様々な活動もとても盛んでした。 

 そして昨年、時代は「令和」へと変わり、現在メンバーの多くは 70代後半から 80代と

なっています。郷里への愛は変わらず、生まれた育った故郷を訪れ、町の広場などから子

ども達の元気な歓声が響いている様子を見たい気持ちでいっぱいなのですが、なかなか遠

出することが難しくなってきました。そろそろ活動内容を見直す時期になってきたのかも

しれません。 

 令和２年度の総会は、４月 18日（土）を予定しており、今後の運営を踏まえ、令和２

年度の予算や事業計画を話し合う予定です。 

 会の活動に興味のある方、ぜひお気軽にお問い合わせください。よろしくお願いしま

す。 

（会長：窪田【電話番号】０４７５-３３-７２５２） 

 

 

NewsFujimi 

まちの「話題」や「イベント」をご紹介します 



 

1 月 15日（水） 

Jumpin’ 移動販売車出発式 

 就労継続支援 A型事業所「Jumpin’」で、消耗品や食料品を積んだ移動販売車事業が始

まります。移動販売車によって雇用が生まれるだけでなく、買い物弱者への効果も期待さ

れています。 

 

1 月 26日（日） 

文化財防火デー 消火訓練 

 1月 26日の文化財防火デーに合わせ、御射山神戸区と 1分団による消火訓練が行われま

した。日ごろから防災・減災に努めたいですね。 

 

1 月 30日（木） 

大型絵本の寄贈 

 国際ソロプチミスト諏訪の皆様より、町図書館へ大型絵本を 2冊寄贈いただきました。

保育園や読み聞かせの会で有効利用していきます。 

 

 

長野県作文コンテスト表彰式 

社会を明るくする運動 

〜犯罪や非行を防止し、立ち直りを支える地域のチカラ〜 

【お問合せ先】住民福祉課 社会福祉係 

【電話番号】６２‐９１４４ 

 

 町内の小中学校から出品された１７２点のうち、県入選が２名、町長賞を７名、教育長

賞を４名の方が受賞しました。 

 

県入選 

思いやりの一つの大きな輪    本郷小学校６年    小池 麻歩 

「社会を明るくする作文」 

    （健康について）      本郷小学校６年    五味 大陸 

町長賞 

 



動物の涙                      境小学校６年        小林  美森 

「ありがとうでつくる社会」    富士見中学校１年    五味 愛凜 

少しの幸せ                    富士見中学校２年    室橋 芙海 

守れば楽しいネットワーク      境小学校６年        加藤  結 

笑顔あふれる社会に            富士見小学校６年    金澤  愛 

社会を明るく                  本郷小学校６年      植松  雫 

社会を明るくするために        富士見中学校２年    馬場竜之介 

 

教育長賞 

「身近な働く人へありがとう」  富士見小学校６年    西本  葵 

事故を減らすために            境小学校６年        吉岡萌々夏 

「社会を明るくする運動」      富士見中学校１年    蔵田 みゆ 

犯罪のない明るい社会へ        富士見中学校２年    小林 綾乃 

 

受賞作文から２点をご紹介します。 

「思いやりの一つの大きな輪」 

本郷小学校６年 小池 麻歩 

 バスや電車に乗っていたとする。自分はいすに座っていたとして、お年寄りや小さな子

どもが立って乗っていたら、自分で気づけるだろうか。気づけたら、30点だ。気づかない

とすべてが始まらない。次に、声をかけてあげられたら、60点だ。勇気を出して、「大丈

夫ですか」と一声かける事で、声をかけてもらった人は、「あっ心配してくれた」と思い

うれしくなるだろう。静かな場所だったら私はすごくいいにくい。でもよく考えると、静

かだからこそ、その一声を聞いていた人たちは「あの子すごいな。自分も言ってみたい

な」などと思うだろう。もし、もう一言かけるとしたら、続けて、「この席使ってくださ

い」と言えたら１００点満点だ。もし「大丈夫です」などと返されても落ちこむ必要はな

い。その二声で、１００点満点なのだ。ゆずってもらった人も、立っているのはつらかっ

たかもしれない。でも、うれしくなって、つらい気持ちは消えると思う。急にそんな事を

やろうとしても、ぜったいに無理だ。だからまずは、周りを見てみて困ってる人を探して

みればいい。表情などから気づけたらまずはそれで１００点だと思う。そこからどんどん

少しずつでも進歩していけばいい。小さな出来事でも、私はきっとその一声の思いやりが

自分に返ってくると思っている。 

 私は、友達と、カギ製のロッカー付きのプールに行った。プールで遊んだ後ロッカーを

開け着がえていると、ロッカーを開けれずに困っている女の子を見つけた。やってあげた

いと思っていてもなかなか声をかけてあげれない。私はすごくきんちょうしていた。でも

女の子の方が困っているなと思った。色々考えていると、女の子から、「カギ開けてくだ

さい」と言われた。すごいプレッシャーだったと思うがすごいなと思った。私は、カギを



開けてあげた後、モヤモヤしていた気持ちが消えてうれしくなった。女の子も、きんちょ

うした気持ちから、パッと明るくなったと思う。私もその勇気を見習ってさらに、思いや

ったり、助けてもらったり、思ってもらい、助けてもらおうと思った。知らない人に声を

かけるのは、だれだって難しい事だと思う。だけど少しずつの小さな経験の積みかさねで

少しずつ簡単な事に変わっていくと思う。 

 コミュニケーションを積みかさねる事で知らない人とでも、思いやり、助け合いしてい

けると思った。転校生や、あまりしゃべった事のない友達、色々な人とたくさんしゃべっ

ておけばきっと、だれとでもたくさん関わり合えて、思いやり、助けやりできると思っ

た。思いやってもらった人は他の人に思いやっていく。それが大きな思いやり、助けやり

の輪ができると思う。 

 

 

「社会を明るくする作文」（健康について） 

本郷小学校６年 五味 大陸 

 ぼくのおじいさんは、八年前から、呼吸の力が弱くなってしまいました。なので、今は

酸素ボンベを使って生活をしています。 

 夏休みに、おじいさんの病院へついていく機会がありました。 

 病院は、諏訪にある赤十字病院です。病院までは、遠くておじいさんが自分の車を運転

して行くことができないので、お父さんの運転で一緒に行きました。 

 おじいさんの使っている酸素ボンベのカートは約５キロもあって、とても重たいです。

車に乗る時や、おりる時に、ぼくは、そのカートを持ってあげました。 

 また、病院の中でも移動をするときには、ぼくがカートを持ってあげました。 

 一緒に歩く時は、速く歩くのではなくて、おじいさんの歩くペースに合わせてカートを

引っぱりながら歩いてあげました。 

 それは、ぼくの歩く足の速さだと、おじいさんにとっては速くて息が切れてしまうから

です。おじいさんは、「ハアハア」としてとても苦しくなってしまいます。 

 ぼくが、おじいさんの酸素ボンベを持ってあげたら、おじいさんはとても楽そうでし

た。おじいさんは、安心してぼくの肩に手をかけて一緒に歩いてくれました。 

 ぼくは、おじいさんの酸素ボンベを持ってあげて、「よかったなあ」と思いました。 

 病院の中では、お年よりの人たちがたくさんいました。そして、つえをついて歩いてい

る人もいました。病院の職員の方に付きそわれて、エレベーターにのる人もいました。

色々な人たちがいました。また、病院の受け付けをしている職員の人たちは、病院での手

続きがわかるように、とてもていねいに説明をしている姿が見られました。看護師さんた

ちは、おじいさんを呼ぶ時や案内をしてくれる時など、「ゆっくりでいいですよ」と、や

さしく一言声をかけてくれました。 



 今日、おじいさんと一緒に病院へ行ってきて、病院の様子が少し見れてよかったなあと

思いました。 

 ぼくは、これからもおじいさんだけではなくて、他のまわりの人たちの手助けができる

ことが一つでもあれば、やっていきたいなと思いました。 

 

 

中学校橋を車両通行止めにします 

【お問合せ先】建設課 建設係 

【電話番号】62-9224 

 

 近年、国により構造物の法定点検が義務化されたため、町でも橋梁等の点検を順次進め

ています。この法定点検により中学校橋（富士見区 JR跨線橋）を点検したところ、傷み

が著しく老朽化が進んでいることから、早急に対策を取る必要があるとの結果が出まし

た。 

 更なる劣化を防ぎ、事故防止や橋の長寿命化を図るため、当面の間中学校橋を車両通行

止めとします。ご不便やご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をよろしくお願いしま

す。 

 

【期 間】 令和 2年 4月 1日（水）～当面の間 

【制 限】 重量 500㎏以上の車両の通行止め 

※歩行者、自転車やバイク等の２輪車は通行可能です 

 

 

姉妹町西伊豆だより 

2月 3 日は節分の日～田子地区節分行事～ 

 節分の日、一般には「鬼は外、福は内」と言いながら福豆をまいたり、年の数の豆を食

べたりするものですが、西伊豆町田子地区の節分は一味違います。 

 ２月３日の夕方になると、子どもたちが「豆まきましたか～？」という掛け声ととも

に、各家庭を訪問し、お菓子をもらいます。 

 まるでハロウィンのようなこの行事は、かつて田子地区が鰹の町として栄えたことか

ら、お菓子に集まる子どもたちを魚の群れに見立て、豊漁を祈願したのが始まりとされて

います。 

 



 

広報ふじみあとがき 

 

町の人口と世帯数 令和 2年 2月 1日現在（前月比） 

住民基本台帳人口 

男性／7,065人（－8） 

女性／7,382人（－14） 

合計／14,447人（－22） 

世帯／5,988世帯（－8） 
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